
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法政大学多摩学生相談室 
 

場所/総合棟２階  

キャリアセンター隣 

開室時間/月～金9：30～16：30 

 

 

相談室は予約制です 

 

電話/０４２‐７８３-２１５８ 

 

 

こころの健康シリーズ③ 

 
デートＤＶを 

 知っていますか 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  法政大学多摩学生相談室 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&start=891&hl=ja&sa=X&biw=1072&bih=889&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=1oCp1zr4Wlwe8M:&imgrefurl=http://sozai.rash.jp/herb/p/000133.html&docid=7F6T-iO548S-2M&imgurl=http://sozai.rash.jp/herb/img/lavender_03.png&w=288&h=409&ei=rpdaUIXEJOPHmAXPyYGADA&zoom=1&iact=hc&vpx=538&vpy=272&dur=77&hovh=268&hovw=188&tx=99&ty=198&sig=108603490222548146316&page=37&tbnh=169&tbnw=111&ndsp=23&ved=1t:429,r:10,s:891,i:38


デートDVとは 

DV（ドメスティックバイオレンス）

という言葉は知っている人も多いと思いますが、

DVは家庭内ばかりでなく、恋愛中の男女の間でも

起こります。 

デートＤＶは結婚していない男女間での暴力の

事です。暴力といっても殴るといった身体的暴力だ

けではありません。親密な相手を思い通りに動かす

為に複合的に使われるあらゆる種類の暴力を指しま

す。力を持って相手を支配しようとするのです。 

 

女性の約２割、男性の1割が10～20代の交際

相手からデートDVの被害を受けているという調査

結果もあります。決して稀なことではありません。 

デートDVは人権侵害であり、犯罪になることも

あります。 

暴力を受けると常にびくびくして、自分がしたい

と思うことができなくなります。息苦しさと恐怖を

感じたらそれは暴力です。 

このままの関係を続けると今度は配偶者暴力につ

ながっていく恐れがあります。 

 

 

こんなことをされていませんか？ 

 

 

・殴る、蹴る、髪を引っ張る、噛む 

・物を投げつける。 

 

 

 

 

・大声で怒鳴ったり、殴るそぶりをして脅す。 

・デブ、バカなど嫌な言葉をぶつけたり、「お前はダ

メだ」など人格を否定するようなことを言う。 

・大切にしているものをわざと壊す。 

・無視する。嫌がらせをする 

・携帯電話を勝手に見て、細かくチェックして行動

を監視する。 

・頻繁に電話をかける 

・行動や服装を制限したり、強制する 

・過剰な嫉妬から交際範囲を制限したりして、束縛

する。 

 

 

・キスや性行為を強要する。 

・避妊に協力しない。中絶を強要する。 

・無理やりポルノビデオや本を見せる。 

 

 

 

・お金を借りたまま返さない。 

・デートの時はいつもおごらせる。 

・高額のプレゼントを要求する。 

 

こんなふうに思っていませんか？ 

☆「自分が悪いから仕方ない」 

⇒実はそう思わされているだけです。 

暴力を奮われても仕方ない理由などありません。 

 

 

☆「ちょっと嫉妬深いだけ。愛されている証拠」 

⇒支配することと愛していることは違います。愛し

合うということはお互いを大切にしあうことです。

相手を尊重しあう対等な関係が大切です。 

 

☆「彼はカッとしやすいけど、冷静になると謝って

くれるし、やさしいところもある」 

⇒されて嫌なことは暴力です。相手が嫌がることを

した後、謝るのは当然のことです。その前にさまざ

まな暴力をふるうことに問題があるのです。 

 

☆「暴力をふるう彼をわかってあげられるのは私し

かいない」 

⇒どんな場合でも暴力は許されません。暴力を否定

したからといって、相手を全面否定することにはな

りません。暴力を容認することは相手のためにもな

りません。 

デートDVの被害にあわないために 

まずは「暴力はどんなことがあっても許されない」

ということ再確認しましょう。その上でされて嫌な

ことははっきり相手に伝えることが大切です。 

 

けれども、「うまく相手に伝えられない」「伝えると

暴力がエスカレートしそうで、身の危険を感じる」

「相手のことを考えただけで息苦しくなり、怖い」

など感じたら、一人で悩まず、早めに専門機関に相

談することが大切です。 

警視庁や各自治体には DV の専門窓口があります。

学生相談室でも相談を受けています。「恋愛のことな

んて」と思わず、相談してみてください。 

 

身体的な暴力 

精神的な暴力 

性的な暴力 

経済的な暴力 

 

 

 


